
 

令和２年３月１９日に変更した内容 

 

１ 変更箇所 

「Ⅱ 森林整備に関する事項」の「第７ 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の

整備に関する事項」の「３ 作業路網の整備に関する事項」の「(1) 基幹路網に関する事項」

中「イ 基幹路網の整備計画」。 

 

２ 変更内容 

拡張にかかる、次の内容。 

① 足谷線について、局部改良を２箇所追加。 

② 越裏門大森線について、橋梁を２箇所追加。 


